
在外選挙人名簿の登録事務 
別紙１ 

（外務省HPより） 

【ポイント】 
○ 原則在外公館に出向いて登録申請 
○ 被登録資格として領事官の管轄区域に３ヶ月住所を有することが必要 
○ 登録申請から在外選挙人証の交付まで：約３ヶ月必要 
  （日本と海外との間の書類のやり取りや、本籍地への照会等に時間を要する） 
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在外選挙の投票方法 

海外で投票する場合 
日本国内で投票する場合  

一時帰国した者や帰国直後で転入届を提出して３ヶ月を 
経ていない者 
 
 

在外公館投票が実施される場合  
「在外公館投票」と「郵便等投票」のいずれかを選択のうえ、 
投票ができる。なお、在外公館投票を実施する日本大使 
館、総領事館であれば、国・地域を問わず投票が可能。 
 

在外公館投票が実施されない場合  
「郵便等投票」ができる。なお、在外公館投票を実施 
する日本国大使館、総領事館に直接出向いて 
「在外公館投票」を行うことも可能。 
 

●在外公館投票 
直接日本大使館・総領事館（出張駐在官 
事務所を含む。）に出向き、「在外選挙人 
証」と「旅券」等の身分証明書を提示して 
投票する方法。 
 
投票場所 日本大使館・総領事館の事務 
所内に投票所が設置される。 
 
投票期間 選挙の公示の翌日から各大使 
館・総領事館ごとに定められた締切日まで。 
※再選挙又は補欠選挙の場合は、告示の 
翌日以降であらかじめ指定された日にのみ 
投票できる。 
 
投票時間 原則的に現地時間の午前９時 
３０分から午後５時まで。 
※地理的な事情等で、例外的な時間設定 
をすることがある。 
 
持参書類 ①在外選挙人証 
                 ②旅券 
※旅券が提示できない場合は、日本国又 
は居住国の政府や地方公共団体が交付 
した顔写真付き身分証明書でも可能。 
  

●郵便等投票 
登録地の選挙管理委員 
会に対して、投票用紙 
等の交付請求を行い、 
入手後に同用紙に記載 
の上、再び登録先の選 
挙管理委員会へ郵送す 
る方法。 
 
①投票用紙の請求 
あらかじめ登録地の選 
挙管理委員会に「在外 
選挙人証」と「投票用紙 
等請求書」（総務省ホー 
ムページ等から入手可 
能）を送付の上、投票 
用紙の請求を行う。 
 
②投票用紙の交付 
投票用紙の請求を受け 
た登録地の選挙管理委 
員会は、投票用紙を直 
接郵送して交付する。 

●日本国内における投票 
一時帰国等により、国内で投票する場合 
は、在外選挙人証を提示して、国内の投票 
方法を利用して次の(1)から(3)までの投票 
ができる。 
 
 公示又は告示の日の翌日から 
 選挙期日の前日までの間 
 
(1)期日前投票 
(2)不在者投票 
 
 選挙期日（投票日当日） 
 
(3)投票所における投票 
 

③投票用紙等の送付 
投票用紙等の交付を 
受けた後、選挙の公示 
・告示の翌日以後、 
同用紙等に記入の上、 
日本国内の選挙期日 
（投票日）の午後８時ま 
でに、投票所に到達す 
るよう、選挙管理委員 
会宛に送付。 
 

  

● 在外選挙の対象となる選挙 
  衆議院議員及び参議院議員の選挙 

● 選挙区 
  登録された市区町村の属する選挙区 

※ 従来在外公館投票のみが認められていたが、
平成15年公選法改正により、在外公館投票と郵
便等投票の選択が可能となった。 

※ 従来不在者投票に準じた投票のみ
が認められていたが、平成15年公選
法改正により、投票所における投票
や期日前投票も可能となった。 
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在外選挙人名簿登録率及び投票率の推移 

 

（注１）第４７回衆議院議員総選挙の選挙当日有権者数（在外）、投票者数、投票率につい
ては、速報値。 

（注２）選挙当日有権者数（在外）とは、在外選挙人名簿に登録されている者のうち、選挙
当日に選挙権を有する者等である。 

（注３）在留邦人数は、外務省「海外在留邦人数調査統計」による。外務省において、旅券
法の定めにより在外公館に提出されている「在留届」を基礎資料としつつ、在留届を
提出・更新していない邦人も多数いることが想定されることから、日系企業等への調
査を実施し、各年１０月１日現在で集計したもの。 ※在留届を提出しない場合でも、
罰則はない。 

（注４）登録率は、選挙当日有権者数（在外）と各年１０月１日現在の在留邦人数をもとに
算出したもの。 

在外公館
投票

郵便等
投票

国内に
おける
投票

計

衆 12.6.25 第42回 比例代表 58,530 811,712 7.21% 9,850 6,324 839 17,013 29.07%

参 13.7.29 第19回 比例代表 73,651 837,744 8.79% 10,554 10,312 1,188 22,054 29.94%

衆 15.11.9 第43回 比例代表 73,740 911,062 8.09% 7,094 4,135 520 11,749 15.93%

参 16.7.11 第20回 比例代表 80,885 961,307 8.41% 15,965 3,506 1,169 20,640 25.52%

衆 17.9.11 第44回 比例代表 82,744 1,012,547 8.17% 18,285 2,296 785 21,366 25.82%

比例代表 102,551 1,085,671 9.45% 19,996 2,435 1,756 24,187 23.59%

選挙区 102,551 1,085,671 9.45% 19,514 2,343 1,751 23,608 23.02%

比例代表 107,919 1,131,807 9.54% 23,731 2,716 2,447 28,894 26.77%

小選挙区 107,919 1,131,807 9.54% 23,162 2,599 2,445 28,206 26.14%

比例代表 113,230 1,143,357 9.90% 23,786 1,801 2,053 27,640 24.41%

選挙区 113,230 1,143,357 9.90% 23,137 1,702 2,052 26,891 23.75%

比例代表 105,836 1,249,577 8.47% 19,773 828 995 21,596 20.41%

小選挙区 105,836 1,249,577 8.47% 19,359 814 995 21,168 20.00%

比例代表 112,850 1,258,263 8.97% 22,865 1,274 1,800 25,939 22.99%

選挙区 112,850 1,258,263 8.97% 22,439 1,233 1,799 25,471 22.57%

比例代表 104,320 1,290,175 8.09% 17,771 559 957 19,287 18.49%

小選挙区 104,320 1,290,175 8.09% 17,828 517 851 19,196 18.40%

投票率

投票関係登録関係
選挙当日
有権者数
（在外）
（注２）

区分 在留
邦人数
（注３）

登録率
（注４）

投票者数

第47回

第21回

第22回

第45回

第46回

第23回

26.12.14

参

衆

19.7.29

21.8.30

22.7.11

24.12.16

参

衆

衆
（注１）

参 25.7.21

別紙２ 
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領事サービスの向上・改善のためのアンケート 調査実施公館数：150公館

（在外選挙関連部分結果抜粋） 総 回 答 者 数 ：16,412人

（外務省、平成25年10月～11月）

 

14,328人 
91% 

1,366人 
9% 

１．在外選挙制度を知っていますか 

はい いいえ 

4.734人 
33% 

1,642人 
12% 

1,942人 
14% 

594人 
4% 

167人 
1% 

5,113人 
36% 

２. どのようにして知りましたか 
在外公館のホームページ 

領事窓口 

現地情報誌等 

領事出張サービス 

日系企業等への戸別訪問 

その他 

4,253人 
27% 

11,295人 
73% 

３. 在外選挙人登録をしていますか 

はい 

いいえ 

3,028人 
72% 

801人 
19% 

140人 
3% 

255人 
6% 

４. どこで登録しましたか 

在外公館の領事窓口 

領事出張サービスの会場 

日系企業等への個別訪問時 

その他 

2,395人 
43% 

3,144人 
57% 

５. 在外投票をしたことがありますか 

はい 

いいえ 
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以下は３．で在外選挙人登録をしていないとする回答者への質問

749人 
30% 

537人 
22% 

480人 
19% 

471人 
19% 

234人 
10% ６. 投票は如何でしたか 

非常に簡単 

どちらかと言えば簡単 

普通 

どちらかと言えば面倒 

非常に面倒 

7,051人 
64% 

3,920人 
36% 

７. 登録手続きが簡単であれば登録する意思はありますか 

はい 

いいえ 

298人 
32% 

361人 
39% 

266人 
29% 

８. どのような点が面倒だと思いますか 

記載事項が多い 

投票所が遠い 

その他 

1,304人 
29% 

992人 
22% 

1,040人 
24% 

1,102人 
25% 

９. 登録をしない理由を教えてください 

選挙に関心がない 

制度がよくわからない 

日本に住民票がある（転

出届未提出） 
その他 
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【ポイント】 
○ 転入届提出後４箇月を経過すると、仮に再出国していたとしても 
 名簿の登録が抹消される 

（例）在外選挙人名簿登録市町村に一時帰国して、転入届を提出し、 
   ２ヶ月後再出国した場合 

一時帰国時の対応 

一時帰国者 市町村（選管） 

一時帰国 

（２ヶ月後） 
再出国 

４ヶ月後 

転入届提出 在外選挙人名簿に国内で住民票
が作成された旨を表示 

在外選挙人名簿の登録抹消 

転出届提出 

（適時）在外選挙人 
名簿登録（再）申請 

３ヶ月間 

被登録資格を
満たす 

５ヶ月後 

４ヶ月間 

手続きに 
約３ヶ月間必要 

在外選挙人名簿の（再）登録 

在外選挙人証の（再）交付 

在外選挙人証の返納 

約８ヶ月後 

別紙３ 
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